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日本統治期における台湾人の移動

一一日中戦争前に中国穴陸に留学する台湾人を中心に一一

亙 l悦

京郁夫学大学院人!iii 環境学研究科 共生人l::J学w攻

千 6068501 京都市在京区古則二本松町

要旨戦前における台出入の1：：，外移動を考祭する均台学生の移動はl'iと対の附聞から見て：if(＇！：！で

ある 当時 労問者同の移動が板めて限定的で数がi主少であったのに対し学生は移動者の中でχ

きな比半を占め！彼らの中には戦後の台山相会においてm嬰な役割を果たした人々も見られるから

である ＂・＇：＂では！中図式陸に留 c;tした台白人に他l討をあて，従来の研究が「抗日」の側削ばかり

を強調してきたのに対し あらためて弘』学生の＇Ji.f：刊を検討して矧明化する これにより，これまで

光分に論じられてこなかった全体保と，移動や就学のための柔軟な行動椋式をI円らかにする

はじめに

｜ヨ五千ifI主l則及び帝国崩壊後の人口移動の問題は，

近年多くの研究者のWI心を集めI さまざまな成来

が挙げられている U しかしその中においても，

「｜｜本帝悶l主)c'l;Jだった台湾人に対する分析は必

ずしも充分とは言えない＂ 1895 'I＇.台湾は消｜主 l
から日本＇i1＇箆lへ：liiJ談され？その 2年後台湾人も日

本帝国院民へと組み入れられた＂ El中戦苧WI以

前の台湾人の移動は台湾総督府による統市ljを受け

ながらも！［百jじ帝｜羽臣民である朝鮮人に比して政

策性が1l!i く，「 l~I 然流出的な人流」と言われてき

た，， また！中国人や朝鮮人の場合とは呉なり。

下回労働者の移動が目立たず，前人や留学生がそ

の六部分を占めていた引 したがって。日本帝国

下の台湾人の移動には！政府の強力な政策的Ii：図

よりも自発性や市場性がjミに反映していると考え

られ，台湾人の移動研究は「支配と抵抗」の観点

とは異なるアプローチがとられてきた ただし，

日中戦争に突入した 1937年以降の台湾人の移動

は1 少年工などii!lJl'iffVJJi:！政策と密接な関係を有し

ていたことがすでに嶋摘されている＂＇

本論は日中ij¥!<'fi・矧以前に中｜調子三陵に波った台湾

人間学生に注目する 管見の限り！台湾人の＂ I'I主！

？三陸留学生について具体的に言及した代表的研究

は若林正丈の『台湾抗日運動史研究l（第二t.J第

二市）＂である しかし若林の研究は抗日連動

の研究に比重がfl1かれており．必ずしも中｜主lχ陸

にi庇った当時の台湾人留学生一般の移動純聞 方

法ー規模について明らかにしているとは言えない

また！その全体｛生を提示できているわけでもない

当時の台湾人留学生の中の庄倒的多数が日本の内

地への留学を選択した 方で，後に詳しく論じる

ように！中国穴院への留学生数も少数ながら存在

した しかも！彼らは！当時の越境的移動の笑

相 訪側面を明らかにするー二で看過できない存在

である 第一に！台湾留学生は内地留学の際には

起きない旅券｜問題。国境と国絡をめぐるi問題に直

而しなければならなかった 第二に，かつて父祖

の「祖国jだった消l到の主権を継承した中華民国

の学校に入学するにあたって＇ Jill統王主主ないしは

民族王義的観点からは「＇ I＇国人 Jと「日本人」の

JJtlHJに立つ台湾人には複数の選択肢が存在し，実

際にさまさまな選択が行われた 第三に，戦後台

湾社会のエリー卜府（立法委員，県長，経営者な

ど）には大陸での官学経験を持つ台湾人が少なく

ない 日本帝国期の中岡大陸への台湾人留学生に
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着目することで！国籍的には日本帝国に崩しなが

らも！民族主義的には中葉民国に腐し得る当時の

台湾人たちが。どのように振る舞う可能性を持ち，

また実際にどのように振る舞ったのか，またそれ

が戦後にどのような意味を持ったのか，を明らか

にすることができるはずである

以 kにより！本論では戦前の•＋•I主｜大陸に留学し

た註湾人に注目しその全体像および移動の特貨

をIVJらかにすることをHl'題とする

I 戦前における台湾人に対する移動政策

官i学生の検証に入る前に。この時期に台湾総督

府が公表した台湾人の移動政策＂について簡単に

渡辺lしておく 正式な「規則」は 1897年の府令

第2－~y と 1900 年の府令第 95 号だけであるが1 制II

かい改正は 14固にもヒる また 1938年！日前洲

i主IJと仁i＂＇住民間に波航する台湾人に対しては，新

たに府令官2118号が設けられた（表 I).

合i:'i領有当初，武力抵抗カ叩4強かったため，日

本政府はii'J・国人の台湾へのi世航を遮断し，，, I百l叫

に台湾人の海外渡航にも制限を設けた 1897 if' 

府令第2号に規定されているように！「台湾ヨリ

直ニ外国ニ波航セントスル帝閏臣民ニシテ旅券ヲ

紡7者ハ左ノ書式ニ依リ所幹；県庁若ハ島Ifへ願出

ツヘシ」川という旅券申請義務が規定された ー

ブ工明治後WJから，明文なさまま，日本内地人が

中国に波枕する際に旅券を挑荷しない例が多くな

り， l：認されるようにもなった こうした状況を

受けて！台湾稔＇ i'T111'も1907年から日本内地人が

台湾から海外に渡航する際の旅券の申請は！個人

の意思に任せるという方針をとった＂＇ その後，

日中間の外交交渉により＇ 1918年日中中目立の旅

券免除が正式に決定された山

台湾総督府の旅券取得が容易ではなかったため

省航だけではなく，上記の旅券免除規定の隙｜川を

つき！日本経由の抑旅券出｜主lを行なう台湾人が続

出した このような移動はこの制度設計時には想

定外であったため 日本内地経由χ陸渡航のケー

スに対して 台湾総腎府は 1914年 ll月に府令第

77号によって1 「台湾ヨリ i宜ニ外国ニ渡航Jの

「直ニ」という文言を削除しており。法律上は内

i'il1 

地経由でも台湾人については旅券申請が必要とさ

れた こうした厳格な旅券制度に対し台湾人の

一部の知殺人が 1924年から 1929年にかけて旅券

の撤廃迩JすJを行ったが＇＂.台湾総督府によって抑

え込まれた

しかし従来の研究における，日本政府が台湾で

の旅券政策ーを実施した元々の：ti：図が。台湾人の中

l主！大陸と台湾の問の往来を制限して切り離し1 同

化をfleilliすることにあったという議論＇＂に対して

は。やや疑問が残る この点を検証するためには

旅券制度制定のI時代背景の考祭が必要となろう

前述したように。台湾人の旅券制度が始まったの

は 1897年であるが！注意しなければならないの

は！この時点、での法律の施行対象は台湾人だけで

はなく，日本内地人も含まれていたことである

また同時に. ii'il主i人も自EllIこ台湾へ波航できなく

なった 当時の日本政府が日本内地人の移動を制

限した理由は 日本内地人の売春紛のドi＂閏χ陸移

動を阻止することにあったと考えられlへ制度開

始当初Jのl時点で日本政府が台湾烏の出入城に旅券

昨ljjl)'を；aけた理由は1 台湾人のみをターゲットに

したというよりも 1 台湾海峡を波る人々全般の移

動をコントロールしようとしたという方がより的

確であろう

さらに 台湾総仔附の旅券に対する関心はl い

かに旅券をめぐる不正を防ぐかにも向けられた

というのは，当時の日本人は中国六｜遊で治外法権

などの特権を有していたために，台湾総3防府の出

した旅券を不正に入手し怒用した中国人が続出し

たからである＂＂ 1897年 ll月。 1907j~ 10月の

府令改正に見える写真の添付などはこのことを反

映している つまり. 1>07年までの問， El本内

地人に対する旅券政策が緩和される一方で1 台湾

人の旅券政策が次第に厳しくなっていったことの

背景に，単純に台湾人に差別的待遇を諜しその移

動を妨げようとしたというよりも l 台湾人の旅券

悪用問止の自的があったことは見l'ifとしてはなら

ない また，台湾人の中国っこ陸移動に対して。中

国の民族主義運動との接触を防ぐという ；＼；！；図が明

確に現れたのは。大正期以降のことである

したがって。後に制度的に内地人と台湾人の問

に相違が設けられるようになるが！従来の研究の
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表 l 戦前における台何人の海外政批政策

'I＇月 条例 主主~ （変更）リ時l

1897年 1月
府令第 2号「外国行旅券 9条からなる 「台湾ヨリ直一外面ー渡航Jする場合の旅券の申請。手数
取締規買ljj 料 50i主

189711-1 1月 I行令節目号（改正）
（改正）写）＇［の添 H 「{!lシ地方ノ状況ニ依＇）写ょ1ヲ添付ン11キ場合ハ此手

＂・＇＂ヲ省略セシムルコトヲ nJ

1900年 IO月
府令第 95号「外国旅行券 1897年 1月府令第2号を廃す 日条から在る

規則J

未成年を 12成未満とする

第 14条を設ける

1102 iH月 l!J令日＇ 28号（改正） 「第十四条明治三｜三年六月外務省令第二号外国旅券規則）'lI五条又
ハ第｜一六条二世リJfljノ執行ヲ受ケタル者ニハ本令第十二条又ハ第｜三

条ヲi塩川セス但シ写山ヲ1r，換へ使mシタルモノハ此ノ限リニアラスj

手数料を soIJ<から IIIJに変克

1107i10101'1 /ff令臼＼ 86fJ・ （改正）
戸I日制五仰の抄本が記嬰となる

1j:)＇（は一枚から「 i止近ノf品目3ニ係ル本人ノ1；：れ（半身二葉）」となる

1;uim:1：人の移動

19c~11°sFJ I｛＇！＇令白IJ97 ・f} （改正） 「外国旅券規則」に迎反「る者の処罰についての改正

僻悶｛；』合の九i 「外国旅1fa規則jlこ机鮮や朝鮮人にII日わる1Jqfrが 改 正
1911 i[o 2 n I/of令第 13号（改正） 日i白山IJi'LJ;:I円.；1；は 3円！数次jj：復波航，[IEi円.；i::r土5円。団体波lii1'il＇明：！！？は

10円

1911i['9月 IM令ff>cs号（改正）
「本1：；人ニシテii'i・岡へ旅行スル者ハru羽後l立ニ所中j；帝国持i'J1：館ニ出頭シ旅

券誕ffiiへ検印ヲ受クヘンJ

1914 ii' 11 J'J lff令，，， 77号（改正） 「台汚ヨリ f!'iニ外恒lニ波J1i:Jの「iliニ」を削除

第一条約＿J}iの以後に「但ン父吋ノ旅券ニ明記スル五歳未満ノ子ニア

ワテハ'.Lj：）＇［ノ i!,lHヲ＇／：！セスJをHけ加える

1917 ii' 2月 lfoffr"' 13号（改疋）
第二項二左の－JJ1を加える

「Iiなニ耳lノ場合ニ於テハ第一条第二項ノ規定ニ11＜リ写）＇（ヲ添付スヘシ」
都卜三条約一1ji第四百「之ヲ他IllンタルモノヲJを「該旅券ヲ使用シ

又ハ之ヲ山川センメタル者」に改める

1921 11: 2月 府令 I5 ・>;・ （改正） 第七条，第八条？な〉｜条中の「消｜耳」を「文万｜；閑」に変更など

1921 年4月 ！訂令 94号（改正） 手数料を 10刊に変更

1921 ii'. 8月 ！背令 132·~· （改正） 第九条の「旅行者向iイI」の後ろに「若ハ帰国」を加える

1925il05JI 附令江＼ 33 r;・ ＜改正） 手数料を 10円から 5聞に変更

1927'1' 5月 ！白令＼；） 27号（改正） 第九条の「子メ刷出アルトキノ、」を削除

1938 11. ！日令官3119 8・ I改正） ~llrn条. ffパ一条を削除など

1938 ii'. 9月
/ff令指 118号「向洲i耳及 ;"iiif! i度111:;1i:l則投は 31工J.数次ti＇彼波枕詞明書は 5I工J. 同｛本i出航剖1Vh1：：は

中＇'i'D立l主liiftliC,]ilol則規川」 10円

ill典 r fl山ikll附許可＜JitW占泊二日 前台以慌の出世状況（ヒ岳I]I合山捻rt昨狩措応 19JR ¥. 669-670 ro，陀吋~i：よ仔l仔外
同旅行Ji：境川正同駐日リl[i拍手，，.，，きjI外時計j出荷日 1909 11・ 44-47 rn. f台市総'ifl(J話、組提・；；； 全JI台出fl日1・ir松本L 1914 
<r sos ITI. f古山児科杭本大正六令二月二 l・-[/jI台沼紛行l{J史判制拡会 1917 il'J. f台市it令出口迫i'l.lI帝国地ii行政
学会 1922 11'1. flJll除内在台，；）法令制む［ーJJlliflllJ血ii行政学会 1938年） 台河北＇llifli＇士宮HJ「外凶人旅行器規則制定
ノ件」（典はi)OOC005440JOI. 「外岡脂挙制則1止取扱子続中改正ノ l'l•J I典は百00001466011).「外i五l旅島知！1111'1＇改正ノ i'I'」（決
時日開田17町叩SI.「旅器剖則改正ノ刊」（典淀む凹002243020). 「外，，，旅島民 till•！』改正（！日令約三 i一三号I J I典！，，， I} 
叩00388帥051.「外I到l;W規則：，，改正ノ件（府令指二1じむIJ I典政官 crnmscr41 

ようにそれを単純に台湾人に対する他民地主義的

な「差別jないしは「民族問格差」であるという

一点からrnrn干しその背景に日を向けないことは！

？仕周内でなぜ成人的ないしは服地的な制度的差異

が生まれ，それがどのような不平等や不当な格差

を生んだのかということを考える道をあらかじめ

断つことになりかねない

以 tが！戦前における日本政的の台湾人に対す

る海外波航の移動政策についての再検討である

ここまで述べてきたように。日本政府は最初Jから

旅券政策によって台湾人を中国大陸から切り離し

日本内地人とのffljに差別待遇を設けたわけではな

い 問題が発生するたびにそれに対処するために

移動の統制の方法と度合いを変化させていったの
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である 1900年から 1936年までユの問に海外渡航

した台湾人の数は年間 2,000人から 14,000人前後

であり＂＇，朝鮮人の移動と比べると。さほど多く

はない 本論ではその中でも比絞的移動しやすい

立場にあった学生に注目し戦前台湾人の移動の

尖態の一部を明らかにする

2 戦前における台湾，、留学生

戦前における台湾人官学生の官学先は日本内地！

中国穴陸！それ以外に分類することができる II 

本内地に惚学する台湾人の数は圧倒的に多く，記

録の始まる 1906年から増え続け＇ 1942年には l

年で 7,091人にも述した問 中国大陸への留学生

数は日本内地への開学生と比べるとはるかに少な

く！また 30年代に入ると減少し始める（表 2)'

'i：医l以外の外国・地域に留学する台湾人もいたが，

いずれも低い数字に留まっている 本論では主に，

はじめにの部分で示した現出から中国への留学生

について見ることとする

合1：~人の日本内地留学に対しては。台｛別立tfliJ

とEl本政府がさまざまな俊遇政策＇＂を設け，また

許制な記録も残しているのに対 l，中国穴陸への

儒学については促進する動きはほぼ兇られず！民

族主義述動や共産主義運動との合流などに対しあ

る仰の許戒感を抱いていたことが見て取れる＇＂＇

それゆえ教育方面のものでは現在まで残っている

表2 中国大陸に留学する台湾人学生数

年度 人数 年度 人数 年度 人数 年度 人数

1920 19 1926 1931 1936 162出

1921 1927 1932 287 1937 116 

1923 273 1928 344 1933 247 

1924 286 1929 1934 

1925 1930 1935 186端

/l＼典 「外国ニ酔ケル支JI日学生日目畳間係維刊JI外交史料館分
矧記号Hー7ート0），「在外本邦留学生及研究Jll開係雑件
前一巻」（同上分m：：己号II 2 0 I 00 I I 「甘的人留学
生日日査報告ノ H•」（同 l→｝介刻記号 Hー7-2ー0 11）。台は
J'c'f'tr1•1約fo悶「台i可社会辺助虫 mi剖版）』（間決投合
1973＇ド＇ 174珂）！謝蒋木 I台湾人は斯く見る』（;tlifj
ネJ 19JOiF 152）；可）

注 但L。1932i1°以降の故字には満州国の間半生数も含まれ
ている また 1935年と 1936年の記録には中国と中国
以外の出外を分けて計却されていないので！いずれも
1937年の台法人の中国以外への間外WI・手数に基づいて
市者が推定した故になる

間

資利も乏しく，むしろ警察資料が頼りとなる 以

下，地域ごとの特徴を検討し 1937年までに中

国穴陸に留学した台湾入学生の全体像の犯援をめ

ざす

2. I 中国南部＂＇の状況

表 3は日本外務省がまとめた 1924年の中間各

地方各学校の台湾人情学生数である 表の数字か

ら分かるように，ほかの地域に比べると！このI時

期に＂i＂問南部に渡る台湾人情学生の数がはるかに

多く！反門だけで全夜中陸｜台湾人留学生の 66%

を占めている そこで，台湾人留学生が最も集中

していた中国南部から考察を始めよう

日本の台湾領有以降，地理i的要因や親族関係な

どから。中国南部に渡った台湾人が多数存在して

いた＂＇ その傾向は留学生にも共通する 中国南

部にいる台湾人の教育のために，台湾総管府は

l 898 'I＇に稲川水文学堂。 1900年反門東亜古l涜と

いう日本話教育を目的とする学校を開設したが1

いずれも日露戦午前後に廃校となったrn その後9

1908年に福州東泌学堂＂＇. l 9 l 1年にl毘門旭縦寺

院＇ 1915 年に iill~耳東 ii~学校という台湾公学校

（公立小学校に相当）に準ずる学校を設立したが！

その三つの学校に入る学生は台湾人よりも現地の

中国人の方が多く，「単純に台｛埼京[i民を教育する

学校に見なすことができないJ'＂ものであった

表3からわかるように。以上の三校に入った台湾

人はゼロかせいぜい l人に留まっており！台湾総

'fJJIJが「台湾人のためにj作ったはずの学校は，

台湾人には入学先としての魅力が滞かったと考え

られる また，その傾向はその後の 1926年と

1929年の統計にも現れているお｝ これに対し

台湾人は 中国人の経営する＇ i＂学校（集美学校な

ど）や凶洋人の経営する学校 U'Uif議院，同文書

院など）には！多数入学している

この現象の背景には！台湾総管府の資金で設置

された中等教育の学校が中国南部にはまだなかっ

たことが重要な要因としてあろうが。台湾島I人Jに

すでに中等教育が整備されたII羽田にいたっても＂＇.

同織の現象は見られた 台湾から中医l南部にiJJ(っ

て入学する学生数が増加していることについて！

当時の台湾総官府は，①台湾では英語と中間話
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表3 1924年中医i各地方各学校の台4古人間半生数（単位 入）

都市 ・：，二校名 人以 filiili 学校名 人故 出市 学校名 人数 i出iii 学校名 人数

キ
！甘泊中学校 ' ヒ；r，五大学 f＜付c,'l'I記 21 英ii'l'l'院 2 

！（.；；，：：；医科大半 4 英文山Jレ学校 3 ，，市在院 41 ド出光中学 fO 
五 6 コミ炉］大学 U1¥'i"iと 27 有A 協和大学

I臨m 
l利＂学 ラ Cf )'(<i''i 4：去学校 40 f(.f立中’下

2 'tl:)1"；一号ー 3 f[( 古立出 l→二三＜＼•学 ' 
州 'l'"I＇英同学校

問、y大ザ 8 i11!1 J、学 2 品川中学 点消学校
山：引市総乙j斗土 I 店本民主専門句校 コ 民出向巧小学 ,j¥ 16 

:[', 
民主大学 I 点•111桁Jj(i':'院 ヲ 円j未山商法学校 11；，じ＜＼ •ii主 5 

il＇政大学
i緯

性i旦大学 2 旭市せ？抗 fお1¥
日「 コ

J,C 
医科大学 J店；ミタL本学校 l叫門大学 引石＜＼•＇：主

D山ii¥ 
ウ

12 日Iiト中学 2 中'l"i＇学 51 .ii• ' 
iii 

門市中学 12 英文w陪勺校 190 (66 %) 山市大学 2 

全段7<'1' ,ii• 24 18%1 刷町fll,1小学 ' lit 13 1,rn：学校
リl

5 

<l'i•lo::I：合計 286 

11¥j比 「外I•＼ニ b ＼＇ケル支山宇•Li町合間fHt件！（外交史朴加t 分矧.icl}11 1+01, 

の教育が受けられずl 同：jel:I[主｜やftli~＇ーへの進／ l\ を考

える者にとってはミッションスクールやI11匡i人の

経営する学校のほうが魅力的である！②公学校

卒業後 日本内地へ留学する資金がない！③台

湾島内の中学校に進学できないI が王な型Ill主！と考

えている酌

有5ーと第三の原因はともに。台湾向r1、lで行なわ

れているよ文育l人l谷や政策。施設などと密接に関

わっている まず第一の版図については 1994

年に発表された台湾人研究者によるインタビュー

集ーでも言及されている ずiii'i俊という台湾人の父

親は茶の商社の耐l洋子会社に派泣きれ。南洋では

兆諦と＇I'I主I~苦のほうが日本i話より通用することに

気づき 公学校2年であった武氏を洋州に転学さ

せた日 このことは。南洋に移動した台湾人の仁！？

には 11：医｜南部で教育を受けてから波る人々が多

数存在している可能性を示唆している

一方 第三の中学進学の問題については，前述

したように 台湾島内で初めて台湾人でも入学で

きる中学校が設立されたのが＇ 1915年のことで

あった その後1 1920年に台湾総仔府は台湾人

と日本内地人との共学制を実施し台湾人は日本

内地人とl司じ小学校に入学できるようになったが！

実態として共学は広まらず。ごく少数の台湾人を

除き l 大多数の台湾人児童は日本人の入学する小

学校には通わなかった 学力而で日本人より低い

傾向にある当時の台湾人の児監は日本人との競争

に勝てるわけがなく，大一日の中学入試不合格者が

発生した＇＂＇ 筆者の台湾人へのインタビュー別査

においてふ台湾）：｝，＼！＂の激しい中学受験競争を避

けるため， I l本内地の中学校の入学試験に参加lし

た例が見られた川

また！第二の学資llillffiも台湾人が中l:i!I南部に波

る重要な要因と考えられる しかも。それは中医l
南部だけの特徴ではなく！当H寺ほかの地域に留学

している台湾人にとってもχ院に移動する丞姿な

要因であった この点については。先行研究＂＇で

も言及されることが多いものの！充分な検証はな

されていないので，以下。この点について摺学生

自身が刊行していた維誌から検証を試みたい 例

えば。 1922年在北京台湾人留学生が発行した雑

誌『北京台湾青年会月iリ』特別号（以下1 特別

号）＇＂に北京国立穴学の入学校用について， I学
資本科毎年現洋三一｜元第一学期！？｜二元。第

二，三学期各九元予科二←i五元第一学jり＇J, 1L 

元 l第二。三学期各八元 本校有寄宿舎！毎月宿

舎~r五元 J＇＂という学校と祭授の情報が掲）iii( さ

れている 北京大学の本中｜に入学した学生は。一

年lilJの学校と寮授を合せて 90元の出資になる

当時の日中レートの I元ニi円20銭＂＇で計幻す

ると。 90元は 108P:Jである 同i時期の東京と比

べると！はるかに安いと言える 例えば＇ 1926 
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年に出版された東京の学校案内によると！東京帝

国大学では学費だけで年間 lCO円に上る附 より

よい教育を求める場合， I l本内地の学校への進学

は重嬰な選択肢ではあったが，子三陸の高等教育機

関への進学も現実的な選択肢となっていた

初めての総合大学は 1928年設立の台北帝国穴学

を待たねばならない 20年代の台湾人にとって。

高等教育を＞Jとめる場合は品外に移動するしか方法

がなかったm

20 >1三代に｜ヒ京に留学したある台湾人によると l

北京に留学した台湾人は 40～ 50人いたようであ

る附 表4は資料や先行研究に恭き作成した北京

の文学に入学した 35;g，の台湾人の年代別名簿で

ある ほかにも何人かの名前が判明しているが。

入学時期及び学校名称が不明のため，ここでは省

いている

一方，表3の高等教育のケースのみを取り上げ

て分析すると，満洲6人，北京 ll人，南京 l人，

上海 ll人。南部4人となる この時期に北京や

上海に同等教育を求める台湾人が多いことが分か

る i1.下。北京について分析を行なう

2,2 北京の状況

中等教育の状況と同級に， 20年代の台湾島内

における高等教育も整備が進んでいたとは言えな

かった 台湾には医学の専門学校はあったものの！

北京に留学する台湾人は主に 20年代に!li'i＂し！
資料の限り， 30年代に北京に留学する台湾人の

事例は見当たらない まず選択した学科から見る

と。科目名の分かる 24名においては政治や古学，

表4 1乙京に留守した台将人名ii!

Wl''i''I' 4出品 学校名 WI学＜1・ 姓名 勺＇tχ名 切とよ＜1c 担l:t, 学校名

林子明 lじ））（大学予刺
謝臨む・；・

川間大学予1l
林宏謀

民間3学？去子科

1920 •lt)j(大学子判 明間大学w.門部政治続消朴 UO）（法政大学政治朴

(2名） i"i市l!J 北京大学問文科 •It!;(大辛子科 1924 官ilJ：需 民国大学w門出世、廿r予引

•It京大学経済科
1共先枇

:/t),(; '1'¥1-11科 14 1古） "1it 1¥0回大学w門部担、作予判

中主力可Jill
北京文字予科 •It仏大学予科

民l；応可j
j!'O)（大学政治正；

北京；＇＇＇主政治科 古文J出 北京古学経済科 早稲Ill；ミ学

北京古学予科 llll;rnr~1大学
加イト州

3出爪＂学珂•,y，、

1921 北京大学経済科
世、II!')

世界，；{f¥11科学校 協和医学院
(4名） 劉刊i堂 北京文学問文科 明治＂＇子 林抱翰以 践が、夫学生物系

北京大学子科 1•li維舵 北京古学子科
1925 

同立北）j(l：準大学(4名）
断丈必 私立民問穴学専門部

ドホ桟t古 北京法政大＇Mi¥i奇利
l§!J,y元芯

パリ大学
政治経済科

北京大学予科
王民＂＇

北京大学予科 日魁｛，f 中山学院

叫維持
北京六一品哲学科 1923 日本の士官ザー校 1926 

民投w中医！大学恒i立；耳、
司とコロンピア大；；さ (14名） 北京大学子科 (I名） •ll!i刊市花火ι？

耳E京帝国六学
邸紹文

日本の士官学校 米金英 lじi一大学 J•件

北京大王2予科 北京3ミ4七←）•宇ト
! 928 Ill泊部品 北T’大学子科

品枠組 (2名）
北京大学甘学科 1,'¥l)l字L 也平＂＇；・・政治科 日1mn •ltJiじミ学英文系

1922 
リOi(J'i1l1学院 w京帝凶大学法学研究科

(4名） 正城山：Lii!i1！•学校 ヰさ｛行Ji,) 止以文学子科

氾本世 上刊大学 北以n官刊：•）学校

lじ応大学哲学科 呂水m
明治大久二

（腿：：1:11u

上！hiWll/lom Collogo 主王国柿ホ :It Ji（交通大学鉄路管理科

辛金鈍
初防火学専門部 i；，］！：！）；大学専門部

早稲山：《学専門部政 jY;克坑
日本大学専門部政治判

治経済

間却岬 制限大学大学部法1.1明

ll¥J弘 司凶器行l付計務局『台出社会辺国＇＂＇ I世刻IWJ1間決件企 1973 ＇手） 訟を目次 rnf討会B記録 日拠時代台出留学生田学時1悶悶況」 rr台
的風物J"'42世第3IUI ioo2＜ド） 栄町次「型、政取及m口j時代的北），（台前留学生J（日！と我可C逝／II；凶十町年記念土地出泊n郷土1＂＇央
研究抗中国立甘研究所 1996年）に基づき市古作成

住 ω マ クを付けた人物の入学年は ~i科からは入学年が判Ill] しないため 卒主年から逆j）：したものである
また「北平大学」と「lヒ〕；｛穴学」は！I］の大学である
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it＇学など人文社会科学系の学科を選ぶ者が目立つ

これは台湾1:&1人jの高等教育が医学以外は充分に整

備されていない状況と密抜な附係があると考えら

れる また。入学者数から見ると。 1923年はほ

かの年に比べ。多くの台湾人が北京の大学に入学

したこと古苛m測できる しかも。その多くが北京

大学の予科に入学している 全官学生の数を4凶監
できているわけではないものの，＇ 1W去としては以

下の点が指摘されている＇＂＇

第一に 1919～ 1924年における北京六学の￥1<

1Mik巡政策 第二に！在北京台湾入学生聞休の勧

誘活動である ［；［七京大学日fljj によると，北京

子三学は 1919年9月から 1924年 10J'Jのll:J.l判官

に対して俊遇政策を設けた＂＂それに対 L.

1922 i[o 1月＂＇ lこ成立した｜ヒ京台湾1'i年会は北京

大学と交渉し 故終的に台湾人をl'lil昂として入学

させることを ~2.めさせた このことは 1922年5

J'J 5日に出版した判明i号に記述が見られるめ l'li 

i骨とは止と本的に＂ f＇凶絡を i県有し！中l主i文化を間守

しながら！中間以外の閏で生活する人々のことを

指す場合によって他国の医！ti:'を取得しでも。

華僑と称することもある＂＇ ただ。雑誌記事から

は，北京文学に出された刊＇的俊遇政策 Jには批

初は台湾人が合まれていなかったことカ‘分かる

台湾入団体の交渉によって 沿終的に含まれるよ

うになったのである

さらに！この特別号には台湾から！じ京までの波

J Iiし方法及ひP交通授の情報まで詳しく掲紋されてい

る具体的に言うと 波枕経路としては。①天

津経由（法隆門司天津ー北京）②上海絞由

（恭隆神戸上海夫洋一北京）③i:;J]鮮経由

（恭隆下関奉天北京）という三つの方法が

具体的に紹介されている 興味深いのはいずれの

経路にしても＇ to i:'Jから直接天｜珪に波る経路が一

つもなく，すべて日本内地を経由していることで

ある 第 I1；？.ですでに指摘したように台湾総行

府は 1914年のlff令第 77号によって 台湾人が無

旅券で日本経由でユ大｜廷に波ることを明文でiW、止し
ていたが。それがどれほと辺守されていたかは大

きな疑問iが残る このことは③の朝鮮経由経路に

関する説明の中にも窺える ③ではl 安東州での

旅券や荷物検査が閣制で 近頃朝鮮人に対する検

査はとても欣しくなり，もし無旅券なら。厄介な

ことになる王泣れ古ずあると紹子「している ここでは！

!!!f；旅券の場合には越境できないのではなく厄介な

ことになることもあると注；（］：を促しており！この

記事自体は納めていないものの，地〔旅券でも辿境

できるJl；合古当あること！またかつてはそうであっ

たことが読み取れる つまり。当H十の台湾人の認

識では。日本内Jill＂壬由でも無旅券で朝鮮へ波り満

州へも入城できるのが一般的であったのである

朝鮮人に対する検査が厳しくなった苛玖としては9

1920年代中国側が｛前州入りの朝鮮人に対して統

制し始めた判lことが考えられるが，このことが台

湾人の移動にまで修平？を与えていたことはこれま

で言及されてこなかったことである

文学11!11の促遇政策が北京にいる台湾入学生団体

の交渉1 そして'l'i'i'fllの共有によって， 1923ifC litr 

後に台湾から｜じ京に赴く台湾人が多く児られるよ

うになったと考えられる

以上が北京の状況である 'f＂医Ir阿部の状況と比

べると＇ 20 iド代に北京にi「＇；j等z士育をオ一める台l屯

人の1島が多い早l攻分!l'i'に目を転じると 0 台i:'j)' 

｜勾で学べない文系学科（政 i王 哲なと）が多く

i翠択されていることが分析から分古、つた 一方！

北京穴学などで／l1されたf足1世政策や台ii'j人｜沼体の

ifJJ i.昂｛舌ifdJによつて 23 年l両 f去に一iド~f台流入の北

京官学ブームが現れたようである 表4からわか

るように。北京官学者の中には その後また日本

なとに惚学する者も見られる しかし現在把握

されている限りでは その後再び中間に戻って就

職する者の方が，再開学先に留まる者よりも多い

また。戦後になると χ陸での留学や就職経験が

台湾初会で有効にはたらさ 地方議員や教授など

の姿］占で活躍した台湾人も見られる＂＇

2.3 満洲の状〉兄

前節では穏学生の多い北京の状況を見たが！表

5の 1933年のデータから見ると。 30年代の出等

教育の場合＇ i~i洲や上海への官学人数が北京への

それより向くなっている

このうち満洲の台湾人については，許雪m:cの一

連の研究があり品＇，ここでは詳しい考察を省略す

るが！一つだけ付け加えると！教育制Ill'の聞から
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表5 1933年中国（含満洲）各地方の台湾人留学生数
および高等教育学生数

地域 総人数 高等教育 地域 総人数
高等教育

学生数 学生数

満洲 48 43 武昌 。
lじ平 12 10 阪門 59 2 

南京 10 6 縮州 10 4 

上海 74 56 iii！頭 3 。
杭州 7 4 広東 23 7 

出典「在外本邦留学生及研究日関係雑判 的ー告JI外交史料
ff ii所山分lJj，，日号II 2 0 I 001) 

見たJj）；合，市，，iJ+Iの大学と日本内地の大学の学位に

はn:J伶IJが設けられL, IB青山lの火学の卒業証書は日

戸ミl±lfi＂において日京内地のそれと同様に扱われた

また他国夫学のように学資金額免除！入学受験の

場合に旅費の布Ii助まで出る大学もあり刊。大陸の

普通の大学より一層「魅力j的であったと考えら

れる

2.4 上海の状況

上海の台湾人情学生については＇ 1920年代前

半から t932 if＇まで台湾をめぐる抗日的な政治述

JUr＇＂と重ねて 1 ｜ニiiifχ学グループ州を代表とする

抗日のイメージが強い仙 しかし外交史料館の

記録にはその後の 30年代における上海の台湾人

留学生の別の側面についての前三しい情報が残って

いる例えば。 1934年 8月 9El在上海総領事は

i見

外務大臣に対して上海事変以来，為替の変動に

よって1 台湾人留学生数が半減したと報告してい

る＂＇ 留学生の詳しい状況は表6の通りである

報告の「上海事変」は 1932年 l月～3月上海の

共同租界と華界の境界地帯庁で発生した日中間の軍

事衝突を指していると考えられるが！以上の報告

が事実であれば＇ 1932年以前に上海及びその周

辺に留学した台湾人は報告I時点の 1934年の倍！

約 130名であったことになる また為替変動によ

り教育費の高騰も人数減少の要因として言及され

ており，前述した教育資の｛止さによって中国留学

を選んだ例と合せて見ると。 i[c£1斉的要素は留学に

とって重要な要素であったと再確認できる さら

に表6の 65名の名簿を具体的に分析すると！医

学を専門とする台湾人は 31名を数え，理工系の

7名と合せると！全体の 5S%が自然・生命科学

を選んでいることがわかる

従来の研究では「抗日」の回しか光が当てられ

て来なかった台湾人文l控官学生であるが，こうし

た数値をみるだけでも＇ 30年代の上海で医学や

理学・工学l 経済なと実学を求める傾向が強かっ

たことが見て取れる また討•jf;y ＂が前川｜の台湾人

について指摘したように！満洲には台湾出身の医

者が数多くいたが！ここで注目すべきは＇ l前世IIの

医学校と%な以上海なと、の＇＂＇＇医｜大陸の医学校で

得られる医師免許に日本との五換性がないにもか

表6 1934年在上海台湾人留学生数とリii"!（合計川！杭州）

学校名 専修科目 人数 学校名 リJ修科目 人数

自主南大学 文科 2 南洋女子英文J!i修学校 1;t話芋｜
理科 東南医学院 医科 17 

経ifill 4 上海国医学院 医科 2 

復旦大半 商科 上海医学院 ！若干ヰ

特志平院
文芋｜ 中間医学院 医科 4 

商干｜ 中医医学院 医科 4 

¥(<U穴学 不明 南通学院 医科 3 

盟約翰大学 不可J 泉：市中苧 2 

中国公学 経済科 Ell培iili中年
上海外国苅w修学校 ，，諸科 上海中学

!it＇州~と呉大学 理科 上海拘束中学

it.ii.工大学 工学 4 盟ftj大学中学 3 

大文大学 主［！科 穴瓦大学同校 3 

日本YMCA夜学校 J>;i!f科 2 計 65 

al!! 「在外本部留学生及研究只閉店市E件 前一巻」（外交史料館所成分Iii日己号II 2-0 I 001). 
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かわらずI 彼らが入学している点である 同じ資

料の中には。！935年に l二海の"1：！：領事館が上海の

各学校の卒業生及び中退者の動向jについて調査し

た名符を見ることができ目。そこから。卒業生の

殆どが仁海に残ることをi望んだことが判明する

医師免許の通用範囲と管般にかかわっているため

に。仁11I主｜の医学校への進学を選んだ人は現地に

残って就j践する傾向が強かったと考えられる

3 台湾人の入学身分及び留学パターン

台i:'J人の1'111主！大陸の学校への入学方法について

は！これまで可干にij11されてこなかったものの

穴陸における台湾人のありょうを考える上では治

目に値するはずである すなわち。台湾人が中国

穴住の学校に入学するにあたってはl ①中間人

として！②＜：（f怖として。③台湾人としての入学

という三つの方i去があった

②のij'fj百としての入学については 2.2の北京の

部分でも説明した通りである ①の＇＂＇：国人として

の方法のJ具体例は＇ 111匡ITti部の台湾人の記録に見

られる 例えば！930il0!2月5日に1¥ZP'I領事守的

広文の外務大臣幣j民事丞jiへの報告には「広東ニ

bテハ台湾人ト称スルハ手続而倒lナレハj反門人又

ハ縞州人ト称シ支JJ[jf別学校ニ就学シ府レリJ＂＇と

あり。手続の而例を省くため 中l主｜人と祢し入学

したケースがあることカすわかる また 満州の中

例であるが。満洲l豆利夫学の専門官｜；は1[q主l人向け

であり。中国人と自称し入学した台湾人の詞言も

インダピュ一銭に'il,lっている州

一万。台湾人の身分のままでも 「弱小民族俊

待条例J'＂という名 liで学技の減免なとaを俊遇す

る学校もあったようである 例えば 1927年 12

月 l 日に広東総領事森圧rwi:~による外務文民田中

，，＼，）ーへの報告は。同年4月時介石が行なったii'i党

述［f}J後！国立第一中山大学等のx学が台湾人と朝

鮮人に対する従来のrisJ小民族俊符条例を撤廃した

ため！台湾学生が委員を選出し学校側と交渉する

ことになった。という内容である仲 また岱迅が

!927年 12月に発表した f在錨機上」という文市

には！親族が台湾におり 自分も台湾人と言える

はずなので！尻門大学に入学する場合「被圧迫民

族jの特権を与えられるはずだと王践する人物に

ついての記述があるか つまり少なくともこの時

期に反門大学は台湾人に対して優遇政策を設けて

いた！あるいは設けていると！よく認i哉されていた

こと古ミ見てJ［~れる

すなわち，台湾人はi時に中国人として， I時に￥j'f

1骨として！またH寺に「弱小民族優待条例jなどの

政策を利mし台湾人の身分のままで入学をしてい

たことが分かる 当時日本店｜絡を有する台湾人で

あるが！中｜主iで就学する際には！二重国籍者と

言っても過言ではないほど！柔＇［止にその身分を利

用していたのである

ところが1 i)ij jiliのように表4の北京留学生の留

学学校名から見ると，台湾人がひとつの学校に入

学し卒業すればすぐに台湾へ戻るわけでは必ずし

もなかった その中には， il本I 1[1図などの学校

を波り歩くような者も少なくなかった 災に多様

な官学パターンが見て取れる このような台湾人

は一体どのように移動したのか！ここでは~'I'!~昌

という人物の事例を見てみたい

IT'f ）~ 1'11は台湾出身で＇ 1920年頃上海穴学社会

学部に惚学し在学中lこ中共党只の放只の紹介で！

1924年ソ述のモスクワ東方大学に留学 L, '(Qil三

と海を経て日本内地に入 1）。日本大学に入学し

た動 計乃昌は共産主義者で！モスクワに波る前

にと海で多数の台湾人運動団体に所属したことは

多くの先行研究が触れているので！ここではその

移動の過校に注目する 外交史料館に残る日本性

祭の記録には計乃昌が中i主iからソill!に入るi奈の討

しい内容が記ii止されている伺l 許乃畠は！924 !10 

上ilijからソ述に波るにあたって。ソ迎の日本人に

対する出入国の厳重さと！中国人として出入居｜の

容易さを把j[j';しており＇ ！！＇＼旅券で中国人としてソ

述に入国をしそして＇ SQ年は再び15旅券で中国

人としてソ述から出国した また在ソ中。 ~11十ベ

ルワンにいる中国人の友人を訪問する時に，（お

そらく周回の）中国人の「組合証Jを借りて入独

に成功した つまり！許乃呂は台湾人であるもの

の中悶からソ述への移動！そしてヨーロッパli"illi

の移動はすべて中国人として移動していたのであ

る
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むすび

本論文では 1937年までに中間大陸に渡った台

湾人留学生に注目し 4つの代表的な地域におけ

る当時の台湾人の穴陵官学の特徴について，入学

先の経営母体，専攻分野や教育コスト 1 入学II寺や

移動H守の身分から分析を行なった

まず穴量の台湾人が移住した中国南部での就学

については， ~f~tlffj＇が作った公学校に準ずる学校

に子どもを入学させるよりも，南洋などでの商1肢
を寺山して西洋人や中国人の経官する学校に入学

させる均合が多かったようである 中等教育では

でれが川に顕著であった

-・/j，山等教育に目を｜向けると＇ 20年代には

北京と Ufif，を選ぶ台泌人の姿が多く見られる 北

京;cc；＇：の俊辿政策や台｛立入学生団体の宣伝によっ

て＇ 23年前後に台湾人｜七京留学のピークが現れ

たことが判明する また専攻分野でいえば！文系

学科を選ぶ学生が目立った

しかし， 30年代に入ると！｜じ京より，上海や

;,:i:；洲なとPの都mに高等教育を求める台ii!j人の比率

がI（＇／力IIする 上海の場合は！在上海総領事館の報

;1;<;1:0の111の名簿の分析ーから！医学系や型ll工系なと

Ii/I僚や自然科学を専門とする台湾人の比率が比般

的に多かったことが判明した この事笑は！これ

まで着目されてこなかった！上海台湾人留学生の

「抗日」とは異なる！キャリア形成という側面が

存在したことを示している このことは！本論の

範的を越えるものの！戦後台湾社会の発展にも関

わることとしてf監視はできないであろう 満洲な

との医学校と異なり， El本内地の医師免i司と互換

ttがないにもかかわらず1 彼らが大陸の医学校に

入学している点も注目すべきである 満洲以外の

穴｜援の文学を卒業した台湾人も火｜控に残って就職

する事例が多く見られる

また。本論では当時における台湾人の大陸留学

の動機についても検証した 前述したように，商

売や経済的将来性の動機以外に教育授が日本内

地と比較して安いという点も非常に重要な嬰悶で

あったと言える この点について本論では，北京

に留学した台湾人が刊行した雑誌から当時の具体

蹴

的な状況を明らかにした

当ll!t-の台湾人の火陛での状況について本論が器

目したのは，台湾人が三つの身分で入学すること

が可能であったことである 台t常人留学生は。日

本国籍者として入学する場合もあったし。場合に

よって中国人あるいは恭僑として留学生活を送っ

た ここに彼らの柔軟な姿勢が見えてくる さら

に。移動の動的な側聞にij：日すれば，当時の台湾

人は必ずしも－f~i所でのみ儒学生活を終わらせて

いたわけではないことも！個々の兵｛≪的な事例か

ら判明する 中医I.ソ迎日本と回る者日本

中国，そしてヨーロッパという留学経験を持つ者

もいた その移動において1 ある場面では中国人

として出入i主ll，別のj晶而では日本人として出入

閣するなど身分の使い分けも行われていた 非合

法の部分もあるが7 当時の台湾人にとってはそれ

が可能であったことは，当時の東アジア世界にお

ける台湾人という存在を考える上では示唆的であ

る また， 20年代の＇i＇：朝国境地祝での中国政府

によるijifj鮮人の移動規制が当のiii}]削’人のみなら

ずそこを通過する，ないしは通過しようとする台

湾人にも影響を及ぼしたことはこれまで言及され

てこなかった ある集｜刃への移動規制が！怒図せ

ずして他の集団の移動へも）；i；！，~！を持った例として

今後さらに注目すべきであろう

以上！本論では日本の台湾領有から 1937年ま

での台湾人のχl盗留学の特徴として ①経済的

将来性や教育コストなどの実利而から大陸留学を

選ひF20年代は南部での中等教育を選択する比率

が高かったこと l ② 20年代北京六学などの優i遇
政策によって。一時的な北京留学ブームがあり！

文系を選ぶ者が目立ったこと，③30年代に入る

と満洲や上海なとさに高等教育を求める台湾人の比

率が向くなり！満洲以外の日本帝悶悶外の都市で

高等教育を求める場合は医学や自然科学をw攻す

る者が多かったこと，③移動や入学の｜捺に中間

人や華僑！そして台湾人としての身分を使い分け

ていたこと，を明らかにした 人数から見れば明

らかに少数であるが1 彼らの「移動」の歴史的丞

姿性は冒頭で述べたものとして指摘できる そし

て1 その「移動史Jとしての特徴と諸パターンが

以後の時期にどのように展開されるのか，そのこ
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とを検討し総括するのが！今後の~It者の課題であ

る
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Sum mm I' Taiwan"c students overseas m℃ one of ti氾 mostimpmtant groups from the v1cwpomt of scale 
and type for studying T日iwanesemigrations bcfo1・e the end of the WWlL The migration of Taiwanese 
laborers＂引 Shm1ted and the number were veiy few The propmllon of students amongst Tmwanese n11grants 
wns四 ryhigh, mo町O刊 r,some of the students who had studied m the Mainland Chum took impm tant roles m 
post-war Tanvan 

This papcc foeuses on these Taiwanese students who studied in the Mainbnd China before the白1dof the 
W¥VlL The anti-Japanc" side of them has been emphasized by historians, however, the whole pietu叩 of
them has not been demibed Cl肌屯h This papcc aims to describe the whole pictu叩 ofthem ; in addition, it 
diseusses their flexible actions for erossing borders and enterin呂田 hcnl山山ghin叩eetingand cla目ifying
each student’s c~sc 


